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発言者 内          容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
 
 
会長 
 
 
 
 

１．開催日時 平成２３年９月２０日（火） 
午前９時００分から午前９時４２分 

２．開催場所 立田庁舎 ３階 第一会議室 
 
３．出席委員（３７人）の内、途中出席委員（１人）別紙のとおり 
 
４．欠席委員（０人）別紙のとおり 
 
５．議事日程 
 
日程第１  議事録署名委員の指名 

 日程第２  議案第１５号 農地法第３条関係               
日程第３  議案第１６号 農地法第４条関係 
日程第４  議案第１７号 農地法第５条関係 
日程第５  議案第１８号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願 
日程第６  決定第 ７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定 

による当委員会の決定について                
日程第７  専 決 報 告  農地法第３条の３第１項の規定による届出    
日程第８  専 決 報 告  農地法第５条第１項第６号の規定による届出  
日程第９  専 決 報 告  現況証明願  
日程第 10  報 告  農地改良届出書 
日程第 11  その他 

 
６．農業委員会事務局職員 （ ３人）別紙のとおり 
 
７．本委員会の書記は、課長補佐 鷲野継久、と 渡辺弘康 である。 
 
８．会議の概要 
 
 開会（午前９時 00 分） 
おはようございます、定刻となりましたので平成２３年９月農業委員会定例会

を始めさせていただきます。 それでは、愛西市農業委員会総会規則第５条によ
り議事の進行は日永会長さんにお願いします。 
会長さん宜しくお願いします。 
 

《会長あいさつ》（台風被害・転用違反是正） 

それでは、本日の出席者数は３７名中３６名で定足数に達しておりますので、
只今より９月定例農業委員会を開会します。 
 
審議に入ります前に、日程第 1、本日の議事録署名者を私より指名致します。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご異議ありませんか。 
 
《異議なしの声》 

それでは、議席番号５番 水谷  怜 委員 
議席番号６番 戸谷 治 委員 
を指名しますので宜しくお願いします。 
 

それでは只今より、議事日程に基づき議案審議に入らさせていただきます。 
  
 議案第１５号 農地法第３条関係・・・・・・・・・・・・・・・３件          
議案第１６号 農地法第４条関係・・・・・・・・・・・・・・・３件 
議案第１７号 農地法第５条関係・・・・・・・・・・・・・・・２件 
議案第１８号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願・・・・・１件 
決定第 ７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定 

による当委員会の決定について・・・・・・・・・２件                
専 決 報 告  農地法第３条の３第１項の規定による届出・・・２０件 
専 決 報 告  農地法第５条第１項第６号の規定による届出・・・１件 
専 決 報 告  現況証明願・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 
報 告  農地改良届出書・・・・・・・・・・・・・・・・１件 
 
それでは、議案第１５号 農地法第３条関係 ３件について事務局より説明を

お願いします。 
 

《事務局説明》（１番から３番の譲渡人住所氏名・譲受人住所氏名・申請地の所在・
地目・面積、権利の内容、申請理由を朗読）、以上３件につきましては、農地法第
３条第２項の各号に該当しない為、許可要件をすべて満たしていると思われます。 
以上でございます。 
 
只今、議案第１５号について、事務局より説明させていただきました、何かご

質問・ご意見ございますか。 
 
（発言なし） 

意見も無いようですので、議案第１５号 農地法第３条関係 ３件について賛
成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

有り難うございました、全員賛成ですので許可する事に決定します。 
 
続きまして、議案第１６号 農地法第４条関係 ３件について事務局より説明

をお願いします。 



 

 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
 

 
《事務局説明》（１番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・
申請理由を朗読）、内容につきましては、申請者は農業の傍ら喫茶店を経営してお
り、現在の喫茶店が姉所有の敷地にある為、現在の自分の住んでいる敷地は道路
に面し喫茶店の経営に都合が良い為、そこへ喫茶店を建築する為に農家住宅を申
請地に建築する計画でございます。 
（２番、同項目を同様に朗読）既に農業用資材置場として利用している事により
始末書が添付されており、事業内容は収穫用コンテナ及び農業用車両の駐車場と
して利用する計画でございます。 
（３番、同項目を同様に朗読）内容につきましては、申請者は愛西市にて２箇所
の調剤薬局を経営しており、打ち合わせのための従業員の駐車場及び来客用の駐
車スペース３台分と物干し場を確保する計画でございます。  
以上３件につきましては、農地法第４条第２項の各号に該当しない為、許可要

件をすべて満たしていると思われます。以上でございます。 
 
議案第１６号について何かご質問・ご意見ございますか。 
 
（発言なし） 

質疑も無いようですので、議案第１６号 農地法第４条関係 ３件について賛
成の方は、挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

有り難うございました。全員賛成と言う事で、県へ進達する事に決定をさせて
いただきます。 
 
続きまして、議案第１７号 農地法第５条関係 ２件について事務局より説明

をお願いします。 
 
《事務局説明》（１番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・
申請理由を朗読）内容につきましては、現在は譲渡人の祖母の家に同居しており
ますが、将来を考慮し分家住宅を建築する計画でございます。 
（２番、同項目を同様に朗読）一部を資材置場として使用している事により始末
書が添付されております。内容につきましては、現在は賃貸住宅に住んでおり、
将来を考慮し両親に相談したところ申請地に分家住宅を勧められ今回の申請に至
ったとの事でございます。 
以上２件につきましては、農地法第５条第２項の各号に該当しない為、許可要

件をすべて満たしていると思われます。以上でございます。 
 
只今、議案第１７号について説明させていただきました、何かご質問・ご意見

ございますか。 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
会長 
 
32番委員 
 
事務局 
 
会長 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
事務局 
 
 
 
会長 

（発言なし） 

宜しいでしょうか。 
 
それでは議案第１７号 農地法第５条関係 ２件について賛成の方は挙手をお

願いします。 
 

（全員挙手） 

有り難うございました。全員賛成と言う事で、県へ進達する事に決定いたしま
す。 
 
続きまして、議案第１８号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願 １件に

ついて事務局から説明をお願いします。 
 
《事務局説明》（相続税の納税猶予に関する適格者証明願 １番に関し、９月１２
日、本人の代理人より田 200 ㎡減としたい旨、訂正要望があり 11 筆・田 10,353
㎡・畑 1,631 ㎡・合計 11,984 ㎡とし証明する旨報告を行い朗読、又、相続税の納
税猶予に関する適格者証明願の概要・適格者の要件・農地の要件及び事務局にて
特例適用農地の全てを確認し、全てが適正に耕作されていた事を報告。） 
 
議案第１８号について何かご質問・ご意見ございますか。 
 
納税猶予に関して年齢制限は無いのですか。 
 
ございません、相続人である事となっています。 
 
納税猶予の２０年間についての説明を。 
 
今までは２０年間自作すると納税が免除されると言った事でございましたが、

平成２１年１２月１５日の法改正からは自作をしていたとしても終身となりま
す。研修会にて確認をしていただいたと思いますが、例えば今まで１５年間自作
した後５年間を農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し借りを行った場合は、今
までの１５年間の自作に関係なく全て終身となります。 
 

（発言なし） 

宜しいでしょうか。 
 
それでは議案第１８号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願 １件につい

て賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

（賛成多数） 

有り難うございました。賛成多数と言う事で、面積を訂正して証明する事に決



 

 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
会長 
 
 
35番委員 
 
 
事務局 
 
35番委員 
 
事務局 
 
会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 

定いたします。 
 
続きまして、決定第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第 1 項の規定によ

る当委員会の決定について 事務局より説明をお願いします。 
 
《事務局説明》（農業経営基盤強化促進法第１８条第 1項の規定による当委員会の
決定について１番から２番の議案を朗読）、以上２件につきましては、農業経営基
盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると思われます。  
以上でございます。 

 
只今、事務局より決定第７号について説明させていただきました、何かご質問

ございますか。 
 
期間に関して、５年の場合、３年、１０年とありますが、期間によってメリッ

ト、長期の場合は優遇されるのですか。 
 
特に期間についてメリット・デメリットはございません。 
 
期間が長いほど補助金が多いとか。 
 
そう言った事は一切ございません。 
 
宜しいでしょうか。 
 

（発言なし） 

 
それでは、決定第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第 1 項の規定による

当委員会の決定について、賛成の方は挙手をお願いします。 
 

（全員挙手） 

有り難うございました、全員賛成ですので市へ答申する事に決定いたします。 
 
続きまして、 
専 決 報 告 農地法第３条の３第１項の規定による届出・・・・・ ２０件   
専 決 報 告 農地法第５条第１項第６号の規定による届出・・・・  １件  
専 決 報 告 現況証明願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １件 
報 告 農地改良届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・  １件 
について事務局より一括で説明をお願いします。 
 

《事務局説明》 

（専決報告 農地法第３条の３第１項の規定による届出 １番から２０番の届出



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
 
６番委員 
 
 
事務局 
 
会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
 
 

者住所氏名・届出地・面積・権利の種類を朗読） 
 
 《２９番委員 定例会に出席》 

 
（専決報告 農地法第５条第１項第６号の規定による届出 １番の申請者住所氏
名・申請地所在、地目、面積・目的・申請理由・受理通知交付年月日を朗読） 
  
（専決報告 現況証明願、始めに「事由」の記載内容の訂正を報告し、１番の願
出者住所氏名・土地の所在、台帳地目、現況地目・面積・事由・備考を朗読） 
 
（報告 農地改良届出書 １番の届出者の住所氏名・届出地所在、地目、面積・
埋立期間・備考を朗読及び農地改良届に関し要綱に定められた事項を詳細説明） 
 
只今、専決報告、報告についてご説明させていただきました、これについて何

かご質問ございますか。 
 
先程、愛西市農業委員会「農地改良に関する指導要綱」と言われましたが、既

に私どもは頂いておりますか。 
 
お渡ししておりませんので、次回の議案に同封させていただきます。 

 
その他、宜しいでしょうか、 

 
（発言なし） 

 
それでは、専決報告、報告について賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（賛成多数） 

 

有り難うございました、賛成多数ですので可決承認をさせていただきました。 
 

これをもちまして、９月定例農業委員会に付託された案件の審議を終了いたし
ます。 
 

（審議終了 午前９時２７分） 
 
 

続きまして、その他に入らさせていただきます。 
 
佐屋地区 農地パトロール報告をお願いします。 

 



 

加藤副会
長 
 
会長 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
32番委員 
 
 
 
会長 

農地パトロール報告。 
 
 
 ご苦労様でした。 
 
事務局より報告事項があれば。 

 
○９月６日の農業委員研修会に参加いただきましてご苦労様でした。当日欠席さ
れました方につきましては資料を配布しましたので、今後の委員活動に活用して
いただければと思います。 
 
○今月の農地パトロールは立田地区を予定しておりますので、立田地区委員の方
は、立田庁舎 小会議室（１階）に９月２２日（木）午後１時３０分集合をお願い
します。 
 
○次回農業委員会 １０月２０日（木）午前９時 立田庁舎 第一会議室 
 
○定例会終了後「農業委員会だより」編集委員会をこの場で開催しますので、委
員の方は宜しくお願いします。 
  
○八開地区の鵜多須地内での違反転用について、是正計画が提出されたことの報
告及び計画に基づいて農地への復元が９月２４日までに行われる予定を報告。 
又、冒頭に会長より報告の立田地区の違反転用についても現在農地への復元が

されている事を報告。 
 

○普及センターＮｅｗｓ №154 号がまいりましたので、配布させていただきま
した。 
 
○前回の定例会にて３１番委員からの質問に関し、事務局より報告を行う。 
・ 悪意の時効取得は２０年であり、３０年とするものは調べたが該当はなかっ

た事の報告を行う。 
・ 都市計画図の今後の作成計画を報告（２４年作業委託を行い２５年４月には

最新となる） 
 
その他宜しいですか。 

  
 佐屋地区の圃場で稲作が部分的に枯れている事案があり、隣接する施設との因
果関係について普及課へ相談したが結論が出なかったと報告があり、農業委員会
としての対応について質問。 
  
《詳細を聞き取り》農業委員会が関わる事案でないとする判断を行う。 



 

 
 その他、宜しいでしょうか。 

 （発言なし） 

 
発言も無い様ですので、これをもちまして９月定例農業委員会を閉会いたしま

す。 
 
 
  閉  会（午前９時４６分） 
 
 
上記のとおり会議の経過を記載して、相違ないことを証するため署名する。 

 
 
    平成２３年９月２０日 
 
 
         会    長       日 永   熙 
 
 
 
 
        議事録署名者 
         議席番号５番委員    水 谷   怜  

 
 

 
 

議事録署名者 
         議席番号６番委員    戸 谷  治 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 


